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１．はじめに 

 近年，わが国では，政府会計に企業会計の考え方を導入することで，より効果的に説明責任を果たすこ

とが期待されている 1)。これは，発生主義を採用する企業会計との対比から政府の資産・負債に関する情

報及びコスト情報を充実させるという考え方に基づくものであり，従来からの決算情報とは異なる観点か

らの情報開示を充実させようとするものである。しかしながら，これらの取組みは，まだ始まったばかり

であり，会計制度として確立されたものとなっていない。 

 本稿では，このようなわが国の取組みに対して何らかのインプリケーションをもたらすことを期待し，

すでに古くから発生主義会計が導入されている米国連邦政府（以下，「連邦政府」という）の会計を手が

かりとして，政府組織への企業会計手法の導入にどのような意義があるのかについて考察することとした

い。 

 そして，この考察にあたっては，発生主義会計の代表的な会計処理である固定資産（Property, Plant, and 

Equipment : PP&E） の減価償却を中心に議論を行う。この理由には，固定資産は資産に占める額が大きく，

その償却費は重要性が高いと考えたこと，また，これまで多数の文献で，営利企業以外の会計において固

定資産の減価償却を行う目的が議論されているが，連邦政府のような政府組織に減価償却が必要であるか

について，十分な議論が行われていないのではないかと考えたことがあげられる。実際に，連邦政府の会

計基準設定主体である FASAB においては，現在のところ連邦政府の会計処理が発生主義に基づかなけれ

ばならない理由，固定資産の減価償却を行う理論的根拠，及びその目的を明らかにしていない。そこで，

以下では，連邦政府会計の計算構造について簡単に紹介し，連邦政府において実施される減価償却につい

て理論的根拠と目的をどのように整理できるか検討してみよう。 

 

 

                                                        
* 本稿は，筆者が 2007 年 4 月より人事院行政官国内研究員として，横浜国立大学大学院国際社会科学研究科に派遣されたときに作成した修

士論文の一部を加筆・修正したものである。本稿における考察は全て筆者の私見であることを予めお断りする。 
** 1977 年生まれ。2001 年会計検査院へ。2009 年より現職。 
1) わが国では 2000 年頃から，国の会計においても発生主義等の企業会計の考え方を活用した財務諸表が整備されてきており，現時点では，

「国の財務書類」等が公表されている。詳細については，池田（2008, 259-262）を参照。 
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２．米国連邦政府会計の計算構造 

 まず，連邦政府会計の全体像を整理してみよう。連邦政府での会計単位となる各連邦機関では，①承認

を受けた予算権限を超過しないようにすること，及び②連邦機関に委ねられた資産に対して説明責任を果

たすことの 2 つの目的について，その状況を表示しなければならないとされる。そして，この 2 つの目的

を達成するため，連邦政府では独自平均勘定を組み込んだ二元会計システム（Two-track accounting system）

と呼ばれる簿記システムを採用している。この簿記システムは，予算会計（Budgetary accouning）2)と財務

会計（Proprietary accounting）という 2 つの会計システムから構成されており，互いに独立した構造となっ

ている 3)。このうち，連邦機関の財務会計システムでは，企業会計と類似した等式が成り立つ。つまり，

ストックとフローに関する情報を表示する計算書については，企業会計と連邦機関財務会計のそれぞれで

以下の等式が成立する。 

 

企業会計    ：資産－負債＝純資産（Net assets） 

連邦機関財務会計：資産－負債＝ネットポジション（Net position） 

企業会計    ：収益－費用＝利益 

連邦機関財務会計：非稼得収入－純コスト＝ネットポジション増減額 

 

 このうち，ストック計算 4)の等式における資産と負債の差額については，企業会計では純資産と呼ばれ，

通常プラスの状態である。これに対して，連邦機関財務会計の同差額は，ネットポジションと呼ばれ，プ

ラス・マイナスの両者があり得るという違いから呼称が異なっている 5)。 

 一方，フロー計算についてであるが，連邦機関は企業とは異なり，基本的に予算を使用して活動を行う

消費経済体であるため，企業会計でいうところの収益が存在しない 6)。この収益に代わる概念として，連

邦機関では，予算資源である未支出歳出予算額 7)を使用した時に収入として認識し，純コスト計算書で計

算される純コスト 8)と対比することにしている。これは，純コストが，税金などの対価性のない収入（非

稼得収入（Unearned revenues））で賄われることを意味しており，サービスコストがどの程度納税者等に

よって賄われたかが，フロー計算書の重要な情報とされる（FASAB 1995, pars.58-60）。そして，上記連邦

機関のフロー計算の等式により計算されたネットポジションの増減額が，ストック計算を行う貸借対照表

に計上される。この関係を図示したのが図表 1 である。なお，図表 1 のネットポジション項目について，

期首と期末における増減理由を報告するのが，ネットポジション変動計算書である 9)。このネットポジシ

                                                        
2) 予算会計では，承認を受けた予算権限を超過して支出することがないように，契約責任者が契約行為を行った時に会計記録を行うなど，

責任を明確化させることで予算の適正な執行を担保するシステムとなっている。なお，本稿では連邦政府の財務会計に着目して議論するた

め，当該予算会計の詳細ついては別稿に譲ることとしたい。 
3) ここでは，特に断らない限り，連邦機関の財務会計において作成される個別財務諸表を念頭において議論する。全体の連結財務諸表は，連邦

機関において作成された個別財務諸表を基に財務省が作成することとされており，個別の会計処理は各連邦機関で行われているからである。 
4) 企業会計及び連邦機関のいずれもストック計算書については，「貸借対照表（Balance Sheet）」と呼んでいる。 
5) 一般に，企業会計において純資産は，資産と負債の算術的な差額概念と理解されているが，FASAB でも，ネットポジションは純資産と同

じく差額概念であるとする（FASAB 2007, par. 50）。 
6) フロー計算書については，企業会計が「損益計算書」とされるのに対して，連邦政府では「純コスト（Net cost）計算書」と呼ばれる。 
7) この未支出歳出予算額勘定は，連邦機関が議会から承認を受けた予算額（財源）を示している。簿記上の仕訳では，予算承認時に貸方（ネ

ットポジション部）に記入が行われ，支払義務が確定した時に借方に記入して，予算を使用したことを記録する。 
8) 純コスト計算書では，業務を実施するにあたって発生した総コストから，サービスの対価として利用者より徴収する収入（稼得収入（Earned 
revenues））を差し引いて純コストを計算する構造となっている。 
9) 企業会計では「株主資本等変動計算書」で純資産の変動明細を表示するが，本計算書は，ネットポジションについて同様の機能を果たす

ものである。 

ストック計算 

フロー計算 
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ョン項目の累積業務成果勘定は，毎期計算を行った結果を累積していく勘定であり，連邦機関の設立時あ

るいは活動開始時から報告期間までの費用及び損失額と，予算執行額等の財務的資源及び利得の純差異と

定義される（Freeman et al. 2008, 759）。 

 連邦機関財務会計の計算構造は上記のように整理できるが，ここで議論するコストは発生主義により認

識されており，その典型的な会計処理が減価償却である。そこで本稿では，当該発生主義の意味について，

減価償却を手がかりとして，次の 4 つの論点 10)，すなわち①営利企業の会計へ収斂させる目的，②サービ

ス・ポテンシャルズの消費コストに対する代用値とする目的，③財務的生存力を測定する目的，及び④期

間衡平性を測定する目的から減価償却の必要性を説明できるか，以下において検討してみたい。 

 

 

図表１ 連邦機関の計算構造 11) 

 
 

 

 

３．営利企業会計への収斂 

 Fremgen（1986, 11）では，営利企業において減価償却計算が広く行われていることから，政府において

もその使用を検討する正当な理由があるが，導入前に政府における減価償却の必要性を確認するべきと指

摘する。そこで最初に，営利企業で行われる減価償却の役割を明らかにして，連邦政府に減価償却を行う

ことが必要であるか検討してみたい。 

 まず営利企業における減価償却については，歴史的に期間利益測定のための原価配分方法に利用される

ようになったとされ，さらに税法上純利益に課せられる税体系が，減価償却計算の実施に合法性を与える

ことになったとの指摘もある（Chatfield 1977, 97 ; Cheng and Harris 1999, 194）。 

 また，森田（1972, 76-78）では，営利企業における減価償却費は，他の費用と同じ性質であるとした上

                                                        
10) 論点については，Cheng and Harris（1999, 194），齋藤（2002, 225）を参照。 
11) ネットポジションには，これらの 2 つの勘定の他にも残余残高（Residual balance）勘定がある。これは，議会から資本として承認を受け

た額（あるいは承認された予算で支出し，購入した財産額）等から構成されるが，例外的な勘定であり，本稿では省略する。 
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で，損益計算において費用を収益から差し引くことには 2 つの役割があるとする 12)。第 1 の役割は，消滅

した資本のすべてが回収されたか否かを確認し，回収してどれだけ余剰（純利益）が出たか，あるいはど

れだけ回収できない額（純損失）があったかを計算表示するという役割であり，第 2 の役割は，回収され

た資本を企業内に留保する役割である。営利企業への減価償却導入の経緯及びその役割は，以上のように

整理できるが，このような営利企業おける減価償却を，連邦政府のような非営利組織に導入するべきかど

うか，営利企業との違いを確認した上で検討してみよう。 

 周知の通り，経済組織を区分する方法には次の 2 つがある。1 つは，組織の活動を営利と非営利目的で

区分し，前者をビジネスタイプ，後者を非ビジネスタイプと分類する考え方（第 1 案）である。もう 1 つ

は，非営利組織を組織の財源の調達方法によって更に 2 つ（非営利 A 型，B 型）に分け，組織の財務的資

源のすべてあるいは大部分を財やサービスの提供によって得ている組織（非営利 A 型組織）を，営利組織

と同じくビジネスタイプとし，組織の財務的資源の大部分を財やサービスの提供以外から得ている組織（非

営利 B 型組織）を，非ビジネスタイプと分類する考え方（第 2 案）である（Anthony 1978, 161-162）。 

 

 

図表 2 営利組織と非営利組織の分類方法 

 
出典：Anthony（1978, 161-162）を基に加筆・修正 

 

 

 このような営利と非営利組織の分類を基にすると，既に確認した費用を収益から差し引くことの 2 つの

役割は次のように整理できよう。まず，第 1 の役割である資本の回収計算についてであるが，これは図表

2 の営利及び非営利 A 型組織（第 2 案ビジネスタイプ）に必要となると考えられる。なぜなら，ここでい

うビジネスタイプでは，事業を継続して行うために，支出（費用）の投入によって稼得される収入（収益）

で原価を回収するとともに，それを再投下して事業を継続するという収支の因果的な循環運動（醍醐 1981, 

                                                        
12) 減価償却費が他の費用と同じであるとは，減価償却が支出を伴わない費用であることで他の諸費用と区別されることがあるが，支出と費

用の期間的ずれが著しいだけであり，この期間のずれが，減価償却費の損益計算上の費用としての性質になんら特異なものを与えるもので

はないという意味である。 
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3）を維持する必要があり，この循環運動を維持するためには，減価償却費を含めた資本の回収計算を適切

に行うことが不可欠となるからである。 

 これに対して，非営利 B 型組織では，サービスの提供によって収入を得るという関係がないため，費消

された原価を回収する収入が期待できるか否かに関わりなく，用役を提供することに特質があり，支出は

収入をもたらすものとは考えられていない。これは収入に始まって支出で終わる収支の非因果的な片道運

動が繰り返されると表現される（同書, 3）。つまり，営利及び非営利 A 型組織では，循環運動を維持する

ことができるかを確認するために資本回収計算を行う必要があり，この資本回収計算には費用として減価

償却費を含める必要がある。これに対して非営利 B 型組織では，固定資産への投資資金をサービス等の提

供から得る収益で回収することを前提にしておらず，サービス提供自体を目的としているため，資本回収

計算はそもそも問題にならない。したがって，投資額の回収を意図していない非営利 B 型組織にとって，

営利企業で実施する減価償却は，意味のない情報であり，必要ないものと言えよう 13)。 

 これらの議論を連邦政府にあてはめると，連邦政府では営利を目的としないため，図表 2 における非営

利 A 型または B 型のどちらかに分類できよう 14)。したがって，連邦政府の中でも，営利組織のような循

環運動を維持する必要がある組織（非営利 A 型組織）では，資本回収計算を行うために減価償却を必要と

するが，それ以外の組織（非営利 B 型組織）に減価償却は必要ないと言えよう。 

 それでは次に，営利企業における損益計算の第 2 の役割である回収資本の内部留保効果について検討し

てみよう。この効果は，一般の私企業においては，損益計算上の純利益が企業外に分配可能な額とみなさ

れていることに由来するとされる。消滅した資本が全額収益によって回収されたとしても，消滅した資本

の全額が費用に計上されていなければ，回収された資本の一部が純利益に含まれて計算表示されることに

なり，企業外に流出する可能性があるためである 15)。営利組織においては，この意味で，減価償却費を費

用に計上する必要があると言える。しかし，このような回収資本の内部留保効果は，営利組織（第 1 案ビ

ジネスタイプ）についてのみ得られ，非営利組織については関係がない効果であろう。なぜなら，営利組

織は，損益計算上の純利益が法的・制度的に企業外に分配可能な額とみなされていることから，減価償却

費を計上しない場合には，純利益が過大に計上され，企業外部に流出する可能性があるが，基本的に非営

利組織では，損益計算上の純利益を組織外に分配することは観念し得ないためである 16)。 

 これらの議論をもとに，連邦政府において，回収資本の内部留保効果を得られる組織があるかを検討す

ると，連邦政府は，非営利 A 型または B 型のいずれかに分類されることは既に確認したとおりであり，利

益という概念も存在しない。したがって，このような回収資本の内部留保効果は，連邦政府にとって関係

がない効果であると考える。以上より，連邦政府において営利企業の会計へ収斂させる目的から減価償却

を行うことは，非営利 A 型組織に分類される連邦機関があれば，資本回収計算を行う観点から必要になる

が，非営利 B 型に分類される大部分の連邦機関にとっては意味がないものと整理できよう。 

                                                        
13) Anthony（2004, 210-211）でも，連邦機関における資産取得は，歳出予算を財源とした資本的支出（Capital appropriation）として行われる

ことから，連邦機関の回収すべきコストは 0 であると分析している。 
14) 厳密には組織の区分ではなく，組織の会計単位で区分をする必要があるが，本稿では便宜上，「組織」という呼称を用いる。なお，連邦

政府は，基本的に納税者から徴収する税金で運営されているため，大部分は非営利 B 型に分類されることになろう。 
15) この第 2 の役割は，費用を上回る収益が得られていることが前提である。営利企業であっても，収益を上回る費用を計上する赤字決算の

場合は，この留保効果は得られないが，それでも費用を総額で計上するのは，専ら第1の役割である資本の回収計算を行う目的からである

とされる（森田 1972, 78）。 
16) 但し，損益計算上の利益に応じて納付金を納める場合は別であるとする（同稿, 78）。 
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４．サービス・ポテンシャルズの消費コストに対する代用値 

 AAA（1957, 55）によれば，サービス・ポテンシャルズ（Service potentials）とは，当該資産が生み出す

用役のすべての流れの将来市場価格を，確率と利子率によって現在価値に割り引いたものの合計額である

と定義される。しかしながら，実際の資産評価は，貨幣性資産と非貨幣性資産で異なるものとなる。つま

り，現金もしくは現金請求権のような貨幣性資産については，定義のような測定方法が可能となる場合が

多いものの，有形固定資産等の非貨幣性資産については，貨幣性資産ほどには，正確な金額的測定を期待

し得ない。そこで，この種の資産は，通常取得原価あるいはそれより派生する何らかの額で表示されるとす

る 17)。 

 ここでの議論は，固定資産のような非貨幣性資産についてサービス・ポテンシャルズによる測定を行い，

サービス・ポテンシャルズを消費したコストを認識する代わりに減価償却計算で代用（Surrogate）すると

いうものである。これはサービス・ポテンシャルズの消費コストを直接認識できないために行われるもの

であり，最善の方法ではないが，代用値として利用可能であるというものである。これについて Fremgen

（1986, 16）では，財務諸表は，利用者に将来のキャッシュ獲得能力の予測と現在の財政状態を評価する基

礎を提供すべきものであると主張する。また，この主張において減価償却費は，過去の支出額の配分に過

ぎないため，前者のキャッシュ獲得能力の予測とは無関係であるが，後者の財政状態の評価に適切なもの

になるとしている。つまり，財政状態の評価に適切であるというのは，時の経過と使用によって資産のサ

ービス・ポテンシャルズが減少していることを，減価償却累計額は事実として反映しているとするのであ

る。 

 このような解釈について Cheng and Harris（1999, 196）は，サービス・ポテンシャルズによる資産価値の

測定方法が現在価値への割引計算を基にした測定値であるのに対して，減価償却は取得原価の任意の配分

であると反論する。確かに，営利企業について考えてみると，取得原価は，「その資産が生み出す用役の

すべての流れの将来市場価格」の割引現在価値であるとの説明が可能かもしれない。しかし，その後の資

産評価において，減価償却は，取得原価をどのように各期に配分するかについて，将来のキャッシュ・フ

ローとは関係なく，単純に耐用年数等に基づいて決定しているに過ぎず，サービス･ポテンシャルズが減少

していることを示すことはできても，原価差引減価額がサービス・ポテンシャルズの代用値であるとは言

えない。よってサービス・ポテンシャルズの消費コストを減価償却費で代用するという考えは支持し得え

ず，この目的から減価償却を行うことは妥当ではないと考える。 

 以上より，減価償却費はサービス・ポテンシャルズの消費コストの代用値とはならないと考えるが，そ

もそも非営利組織では，サービス・ポテンシャルズによる非貨幣性資産の測定ができるかについても問題

になる。非営利組織には，主として，提供する財やサービスからキャッシュ･インフローを得ている非営利

A 型組織，提供する財やサービス以外からキャッシュ･インフローを得ている非営利 B 型組織があるが，

サービス・ポテンシャルズの概念において中心的な要素である，キャッシュ･インフローと資産の関係が希

薄な組織についても適用可能であるか疑問となるからである。 

 この点について，非営利組織も包含する FASB 概念書（Statements of Financial Accounting Concepts : SFAC）

第 6 号では，「資産とは，過去の取引または事象の結果として，ある特定の実体により取得または支配さ

                                                        
17) AAA（1957, 55）では，この非貨幣性資産の評価方法について，自由な市場を前提とすれば資産の取引価格で表現された取得原価は，取

得時における期待将来用役の数字的表現として満足しうるとするが，これは中島（1964, 147）が指摘するように，定義どおりに評価が行え

ないために取る現実的な解決法に対する理論上の説明であり，これまでの評価原則と大差ない「やや腰くだけ」なものであろう。 
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れている，発生の可能性の高い将来の経済的便益 18)である」と定義する（FASB 1985, par. 25）。そして，

資産が有するサービス・ポテンシャルズは，営利企業においては最終的に当該営利企業への正味キャッシ

ュ･インフローをもたらすとし，非営利組織では，サービスを提供するのに用いられ，当該組織に正味キャ

ッシュ･インフローをもたらす場合もあればそうでない場合もあるとする（Ibid., par. 28）。 

 これに対して非営利組織を対象としていなかった SFAC 第 3 号 19)では，資産の定義は 6 号と同じである

ものの，定義について次のように説明している。「すべての資産と経済的資源に共通の性質とは，それら

を使用する報告主体に対してサービスや便益を提供する能力であるサービス・ポテンシャルズあるいは将

来の経済的便益である。営利企業においては，サービス・ポテンシャルズあるいは将来の経済的便益が，

最終的に当該営利企業への正味キャッシュ･インフローをもたらす。この特徴が当該概念書における資産の
．．．．．．．．．．．．．．．．．

定義の最も重要な基礎である
．．．．．．．．．．．．．

」（FASB 1980a, par. 22, 傍点は筆者）としている。この SFAC 第 3 号の説明

では，最終的にキャッシュ･インフローに具現化されることが資産の最も重要な基礎であるとしているが，

SFAC 第 6 号に改訂した際に，上記の傍点を付した文章を削除し，この考えを棄却している。つまり FASB

では，AAA（1957, 55）と同様に，サービス・ポテンシャルズの本質的特徴は，キャッシュ･インフローを

もたらすことであると考えていたが，非営利組織についてもサービス・ポテンシャルズの考え方を援用す

るために，定義を変更しているのである。しかし，この FASB の議論をすべての非営利組織に適用可能で

あると考えるのは，少々無理があるのではないだろうか。確かに，資産のサービス・ポテンシャルズと正

味キャッシュ･インフローとの関係は，営利企業と非営利組織のいずれにおいても間接的であることが多い

（FASB 1985, par. 28）。例えば，非営利 A 型組織では，サービスの提供について賛同者の寄付を受けるこ

とにより間接的に収入がある場合もあろう。しかしながら，非営利 B 型組織では，サービスの提供後に収

入を得るのではなく，サービス提供前に収入（税金）を得るという関係であり，間接的にもキャッシュ･

インフローはない。また，そもそも本質的な特徴がキャッシュ･インフローであるとしてきた概念を，資産

の利用とキャッシュ･インフローとの因果関係が断絶しているような組織にまで適用するべきではないだ

ろう。 

 以上より，非営利組織のうちサービス・ポテンシャルズの概念を適用し得るのは，図表 2 の非営利 A 型

組織までであり，非営利 B 型に分類される連邦機関においては，サービス・ポテンシャルズに基づく資産

評価を行うことは妥当ではなく，資産評価については別の概念から説明すべきであると考える 20)。 

 

 

５．財務的生存力の測定 

 Anthony（1978, 48-49）では，ある組織がその使命とするサービスを継続して提供し続けられるかを示す

情報を，財務情報の利用者は必要としていると指摘し，この情報を財務的生存力（Financial viability）と表

現している。そして非営利組織における財務的生存力とは，通常の支払能力及び流動性テストだけでなく，

                                                        
18) なお，ここでは「将来の経済的便益」とサービス・ポテンシャルズの用語を同じ概念として扱っているので，用語をサービス・ポテンシ

ャルズで統一する。 
19) SFAC 第 3 号は，SFAC 第 6 号によって完全に改訂されている。3 号では営利企業のみを対象としていたが，6 号へと改訂が行われたこと

で非営利組織についても対象とされた。 
20) 現在のところ連邦政府に適用されるのは，FASAB の発行する概念書及び基準書であるため，FASB の概念書及び基準書は，連邦政府会計

に直接関係しない。しかしながら，FASB は営利企業以外の会計に関する検討を行うに当たり、その範囲を非営利組織体のみならず、州及

び地方政府や連邦政府まで含めて考えていた（古市 2002, 154-155 ; FASB 1980b, par. 3）ことから，SFAC の理論が連邦政府にも適用可能で

あるか検討する意味がある。なお，FASAB における資産の測定がどのような理論上の根拠に基づいて行われるべきかは，現時点で明らかに

されていない（FASAB 2007, pars.18-19）。 
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資源のインフローと資源の流用可能性などによっても示されるとする。このうち資源インフローについて

は，例えば，組織の使命とするサービスを提供することから得られる収入のような「確実性のある金銭

（hard money）」と寄付などの「不確実性を伴う金銭（soft money）」で，前者の比率が高いほど財務的基

盤が安定しているものと判断される。また，資源の流用可能性については，資源の用途が制限されている

割合が高ければ高いほど方針を変更したり，新たなニーズを満たすことが難しくなるとする 21)。 

 一方，非営利組織のすべての固定資産を対象として減価償却を要求している FASB 基準書（Statements of 

Financial Accounting Standards : SFAS）第 93 号では，次のように述べている。資産の費消を重要視する理由

は，組織が自己の純資産を維持しないのならば，継続してサービスを提供し続ける能力は少しずつ減退す

ることから，期中の資源の流入と流出との関係を反映する純資産の維持概念が必要になるためである。そ

して減価償却のコストを含めて，収益と利得が少なくとも費用と損失に等しくない限り，組織の純資産は

資産を費消するにつれて減少するとし，費やされた努力のコストを公正に見積もることは，非営利組織が

着手した経済活動の成果の評価に必要であるとする。 

 これらのことから，減価償却は，期中に提供されたサービスのコストを評価するのに必須の構成要素で

あるとされる。つまり，この概念は，純資産を維持したかどうかで，経済活動の成果を評価しようという

ものであり，純資産が維持されない場合には，将来の資源提供者がその不足分を埋め合わせるか，将来の

受益者へのサービスが減少することになるため，このような評価をすることに意義があるということにな

る（FASB 1987, pars. 2, 24-25）。 

 このような SFAS 第 93 号の概念は，Anthony（1978）の財務的生存力の概念と同様に，サービスを継続

して提供し続ける能力を示す情報という点で共通しているが，その内容が異なっている。つまり，Anthony

（1978）の財務的生存力の概念では，支払能力や流動性テスト，資源のインフロー及び流用可能性などの

キャッシュ・フローの観点から，継続的サービス提供能力の判断を行うのに対して，SFAS 第 93 号の概念

は，純資産の維持をもって継続的サービス提供能力の判断を行うという点に違いがある。この純資産の維

持については，既に確認したように，支出（費用）の投入によって稼得される収入（収益）で原価を回収

するとともに，それを再投下して事業を継続する循環過程が維持できているかを，純資産変動額で確認す

るものである。このような内容の違いから，減価償却については，Anthony（1978）の理論では無関係であ

るが，SFAS 第 93 号の理論では必須のものとされるのである。 

 この議論を連邦政府に当てはめて考えると，継続的サービス提供能力を測定するために減価償却を実施

することは，投資回収の循環過程を維持する必要のある非営利 A 型組織では要求される。しかし，非営利

B 型組織に分類される大部分の連邦機関では，そもそも投資回収の循環過程が存在しないため当該議論と

は関係がなく，この観点から減価償却を行う必要もないとわかる。 

 

 

６．期間衡平性の測定 

 FASAB では，連邦政府の財務報告は，政府の財政状態が時系列的に改善したか，悪化したかを利用者が

判断するのに役立つ情報を提供しなければならないとする。そして，財政状態が変化した理由の分析が，

                                                        
21) なお，齋藤（2004, 97）では，「さまざまな支出や負債について，その支払期限までにその支払額が準備されうるならば，その法人の財務的

な支払能力は存在しており，かかる意味において財務的事業継続能力があると判断されうる」とし，財務的生存力を支払能力の問題と整理して

いる。 
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今年の納税者が将来の納税者に対して関連する便益もなしに財政的負担を負わせたかどうかを説明するの

に役立つことから，政府の財政状態が期間を通じて良くなるか悪くなるかを査定することは，そのことが

財政上の意味だけでなく，社会的政治的意味を有するがゆえに重要であるとする。FASAB ではこの概念を

「期間衡平性（Interperiod equity）」と説明する（FASAB 1993, par. 137 ; GASB 1987, par. 61）22)。 

 この期間衡平性をどのように測定するかであるが，陳（2003, 203-204）では，財務諸表において，ある

年度のコストの総額と当該年度の収入総額を対応させて，その両者の差額を測定することであるとする 23)。

このような測定方法を採る理由は，当該年度のコスト総額は当該期間のサービス提供のために生じたもの

であり，一方，収入は当該年度のサービスを賄うために徴収されたものであるから，サービスを介して，

収入総額とコスト総額との間に期間的対応関係が確認できるためであると説明される。また Henke（1987, 

20）においても，暗黙の前提として，政府の提供するサービスに対するコストが，当該期間の構成員によ

って負担される必要があるという考え方が存在すると指摘し，ある年度の税収等の収入と当該年度に費消

されたコストを対応させることで衡平性を測定し，有益な情報が得られるとする。この収入とコストの関

係を図示したものが，図表 3 である。 

 

 

図表３ フロー計算における期間衡平性 

 
出典：陳（2003, 204）を基に加筆・修正 24) 

 

 

 図表 3 では，①は収入超過となっているが，これは当期の納税者等から取りすぎた分，あるいは将来へ

資源を蓄積したことを示し，②のコスト超過となっているのは，将来の納税者等に負担を転嫁したか，あ

るいは過去の蓄積分を取り崩したことを示している。そして③の収入とコストが均衡している状態が，当

                                                        
22) 米国の州及び地方政府の会計基準設定主体である GASB では，基準書 34 号において期間衡平性の表示を活動報告書（連邦政府のコスト

計算書に相当）の作成目的の 1 つとしている（GASB 1999, par. 344）が，連邦政府では，期間衡平性をこのように位置付けている基準書はまだ

ない。 
23) 陳（2003）は，米国の州及び地方政府についての議論の中で GASB の概念書及び基準書についての解釈を行っているものであり，FASAB
のそれについて直接記述されたものではない。しかし，FASAB（1993, par. 137）では，注記において GASB（1987）の考えを引用しており，

期間衡平性について同様の考え方を取っているものと推察される。 
24) 本稿では，陳（2003）の理論を連邦政府の会計に適合するよう，適宜用語の置き換えを行っている。 
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該期間の構成員である納税者等により，当該期間に負担するべきコストを賄っている状態であり，理想的

であるとする。そして，当該コストについては，資本の回収計算を適切に行うため，減価償却費を含むす

べてのコストの計上が必要となる。 

 年度毎の期間衡平性を，フロー計算において測定する方法が上述のとおりとすると，累積額としての期

間衡平性（ストック計算）は，図表 4 のように示される。 

 

図表４ ストック計算における期間衡平性 

③ネットポジションが0の場合

将 来の サー
ビ ス 提 供 能
力を有し，将
来の納税者
等により負担
すべきコスト
になるもの

将来の納
税者等が
負 担 し な
け れ ば な
らない分

資金の
運用形態

資金の
調達源泉

将来の納
税者等が
負 担 し な
け れ ば な
らない分

将 来 の 納 税
者 等 が 負 担
しなければな
らない分

過 去 の 納 税
者 等 の 貢 献
分

過去のサービス
提供分を将来の
納税者等に転嫁
した分

資金の
運用形態

①ネットポジション（NP）がプラスの場合

将来のサービス
提供能力を有し，
将来の納税者等
により負担すべき
コストになるもの

将来のサービ
ス提供能力を
有 し ， 将 来 の
納税者等によ
り負担すべきコ
ストになるもの

資金の
運用形態

資金の
調達源泉

②ネットポジションがマイナスの場合

資金の
調達源泉

負債資産

資産 負債

NP

資産 負債

NP

 

出典：陳（2003, 207）を基に加筆・修正 

 

 

 そして陳（2003, 207）では，これらの期間衡平性の表示を作成目的とするフロー計算書を主として，ス

トック計算書（連邦政府においては貸借対照表となる）をフロー計算書の連結環とすることを提唱している

25)。これにより，フロー計算書における収入とコストの差額を，単にネットポジションの変動額を示すも

のとして捉えるのではなく，財政運営の健全性を表示する意義を有することになるとする。また，過年度

における収入とコストとの差額を累積したネットポジションも，単なる資産と負債の差額ではなく，負債

と同様に，将来のサービスを提供するために保有している資産の調達源泉を表すことになり，期間衡平性

の観点からもその意味付けが行われるとする 26)（陳 2003, 205-207）。 

 これを図表 4 で説明すると，次のようになる。差額のネットポジションは，①の資産＞負債の状態では，

過去の納税者等が将来の納税者等の分についても負担を行っていることを示しており，②の資産＜負債の

状態では，将来の納税者等に負担を転嫁していることを示している。そして③は，理想的な状態を示すも

                                                        
25) ストック情報を示す貸借対照表をフロー計算の連結環とする考え方は，収益費用アプローチに基づいており，フロー計算におけるコス

ト・収入の計上と現金収支とのずれを示す未解決項目を貸借対照表に計上すると捉えることになる。この考え方では，貸借対照表が過去の

収支表であると捉えることから原価主義的になる。つまり，資産は過去の支出に基づいた取得原価で測定され，負債は過去の収入額に基づ

く額で測定されることになる（飯野 1979, 67-68 ; 佐々木 2001, 13-15）。 
26) しかしながら，現在 GASB 及び FASAB のどちらも，純資産（ネットポジション）は，単に資産と負債の差額として定義されている（GASB 
1999,par. 32 ; FASAB 2007, par. 50）。 
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のであるが，資産＝負債の状態であり，過去に期間衡平性が保たれてきたことを示している。 

 期間衡平性の概念について，理論上このように理解することは，フロー計算の場面においては，当該会

計期間における期間衡平性が保たれているかを評価するものとして機能し，ストック計算の場面において

は，ネットポジションの項目が期間衡平性の累積情報を示すものとして機能することになるため，連邦政

府にとって有益な情報を得ることができるものと考えられる。具体的に，図表 1 で確認した連邦機関のネ

ットポジション勘定で考えてみよう。本稿では，連邦機関のネットポジションの項目を未支出歳出予算額

と累積業務成果の 2 つに分類しているが，これを，資産項目と一体にして考えてみると，図表 5 のように

表すことができる。 

 

 

図表５ 連邦機関のネットポジション項目 

流動資産

現金同等物 未支出歳出予算額

固定資産 支出未費用 累積業務成果

資　産

負　債

ネットポジション

 

 

 

 このうち，未支出歳出予算額勘定は，承認された歳出予算の未使用額を示し，現金同等物 27)が借方に存

在する。また，累積業務成果勘定は，年度毎の歳出予算の使用額とコストの差を累積した額である（図表

1 参照）。この勘定には，例えば固定資産のように，歳出予算を使用して取得した資産の未費用化額が収

容されることになる。このように連邦政府では，期間衡平性の理論に基づいてネットポジションを理解す

ることで，それが歳出予算を使用しなかったことが原因であるか，支出と費用化のタイミングのずれが原

因であるかを区別できることになる。 

 以上，期間衡平性を測定することで，有益な情報が得られることがわかるが，この期間衡平性に配慮す

る方法についても検討してみよう 28)。まず，未支出歳出予算額勘定については，歳出予算として計上され

た額が，結果的に未使用であったことを示すので，当初予定した予算と実績の差について原因分析を行い，

説明責任を果たすことが必要となろう。また，累積業務成果については，支出未費用額が原因であるが，

これは固定資産等を購入するための支出と費用化（減価償却）のタイミングがずれるものについては，事

前に次のような資金繰りの計画を立てることで，期間衡平性に配慮することが可能である。例えば，国債

を発行せず財源を税収のみに頼る場合と，国債を発行して固定資産の利用期間にわたって償却する場合で，

期間衡平性が保たれるかに違いが生じる 29)。これを設例を用いて確認してみよう 30)。 

 

                                                        
27) これは連邦機関が，財務資源を管理する財務省に対して，支払を請求できる権限を示す財務省ファンド残高（Fund Balance with Treasury）
勘定を指す（Tierney, Fernandez, Kearney, Green 2006, 86）。 
28) 但し，期間衡平性を保つこと自体が目的なのではなく，どのような状況にあるかを示すことが目的である。 
29) 原（2005, 20）参照。 
30) なお，この設例では，税等を財源とした予算で運営される連邦機関（非営利 B 型組織）を前提にしている。 
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【設例】 

① 期首資産・負債は 0 とする。 

② 固定資産（耐用年数 3 年）を取得して，新たにサービスの提供を行う。 

③ 初年度の予算は，固定資産の購入費として 60 ドル，サービス提供費及び固定資産の維持費（以下，

「業務費」という）として 50 ドルが承認され，2 年目以降は業務費 50 ドルについてのみ予算が承認

される。 

④ 固定資産は初年度期首に予算額と同額で購入され，業務費についても予算承認額のとおりに支出さ

れるものとする。 

⑤ 国債を発行する場合は，各期末に 20 ドルずつ均等償還する（単純化のため利息は考慮しない）。 

⑥ キャッシュ・フローは図表 6，業務コスト計算書及び貸借対照表は図表 7 のとおりとする。 

 

 この設例の前提として，期間衡平性概念における納税者負担とは，現年度の納税額を示すので，各期の

税収が納税者負担（税収＝納税者負担）を示すことに注意が必要である。そして，設例の条件をもとに，

キャッシュ・フローを整理すると，図表 6 のようになる。 

 

 

図表６ キャッシュ・フロー例 

1年目 2年目 3年目 1年目 2年目 3年目

税収（＝納税者負担） 110 50 50 70 70 70
国債発行収入 － － － 60 0 0
収入計 110 50 50 130 70 70

固定資産購入費 60 0 0 60 0 0
業務費 50 50 50 50 50 50
国債償還額 － － － 20 20 20
支出計 110 50 50 130 70 70

収入

支出（＝予算額）

国債を発行しない場合 国債を発行する場合

 

 

 

 国債発行を行わない場合には，固定資産の購入価額全額である 60 ドルと業務費 50 ドルを 1 年目の納税

者が負担することになり，その負担額は計 110 ドルである。2 年目以降の納税者は，1 年目の納税者が固定

資産の購入費を全額負担しているので，業務費 50 ドルのみを負担することになる。これに対して，国債を

発行する場合には，各期の納税者が，固定資産の購入に際して発行した国債の償還分 20 ドルと業務費 50

ドルの計 70 ドルを均等に負担する。 

 そして，これらの納税者負担額と固定資産から受けるサービスを貨幣額で示したコストについて比較す

ることで期間衡平性が測定される。国債を発行しない場合から確認すると，本来負担すべきコスト額は各

期 70 ドルであるのに対して，1 年目の納税者が 40 ドル多く負担し，2 年目と 3 年目の納税者は 20 ドルず

つ負担が少なくなっている（図表 7 参照）。これは期間衡平性が保たれていないことを示している。これ
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に対して，国債を発行する場合は，各期とも納税者負担額とコスト額が一致しており，期間衡平性が保た

れていることを示している。このように，3 年間のサービスを提供する固定資産への投資をする場合，期

間衡平性が保たれるかどうかは，当該固定資産の購入費をどの年度の財源で負担するかという計画段階で

決定することがわかるだろう。 

 

 

図表７ 業務コスト計算書及び貸借対照表例 

1年目 2年目 3年目 1年目 2年目 3年目

減価償却費 20 20 20 20 20 20
業務費 50 50 50 50 50 50
コスト計 70 70 70 70 70 70

固定資産 60 60 60 60 60 60
（△減価償却累計額） △ 20 △ 40 △ 60 △ 20 △ 40 △ 60
資産合計 40 20 0 40 20 0
借入金（国債） － － － 40 20 0
ネットポジション 40 20 0 0 0 0

業務コスト計算書

貸借対照表

国債を発行しない場合 国債を発行する場合

 
 

 

 これを連邦政府の組織毎に考えると次のようになる。非営利 B 型組織では，提供する財やサービス以外

から財務的資源を得ることになるため，どの年度の納税者に負担させるかという問題であり，設例で解説

したとおり，期間衡平性が保たれることが事前に決定する。そこで，期間衡平性を測定するという目的か

ら減価償却を行うことは，せいぜい事後的に期間衡平性が保たれていることを確認する程度の意味しかな

く，当該意思決定からもたらされた非衡平性を変化させることもできない。これに対して非営利 A 型組織

では，提供する財やサービスの提供から固定資産に投資した金額を回収していることを確認する必要があ

り，どの年度の納税者等に負担させることになるか事前に確定しない。そこで，減価償却を行って費用全

体額の回収計算を行い，期間衡平性が保たれていることを確認する必要性が生じることになる。 

 期間衡平性を測定する目的から減価償却を行う必要性については，以上のように整理できる。しかしな

がら，この期間衡平性の理論が前提とするのは，陳（2003, 201）でも指摘されるように，連邦機関のよう

な個別財務諸表ではなく，連邦政府全体の財務諸表である。これは，納税者等の負担する税等の全体額は，

個々の連邦機関にどのように予算が配分されようと変化しないことが原因であるが，非営利 A 型及び B 型

組織から成る連邦政府全体で財務諸表を作成する場合，財源と償却期間の対応関係が曖昧となる。また，

納税者が負担すべきコストを厳密に区分することも難しい。そこで，連邦政府においては，非営利 B 型組

織においても減価償却を実施し，全体財務諸表において期間衡平性を確認することが必要となろう。 

 以上より，期間衡平性については，納税者等が負担する税等が配分されるすべての連邦機関の全体額で

示すことに意味があることが明らかとなった。そして，期間衡平性の測定に必要となる減価償却は，非営

利 A 型及び B 型組織を含めた連邦政府全体として行うことが求められていると結論付けられる。 
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７．むすびに代えて 

 連邦政府では，現在のところ，なぜ発生主義を採用するのか，発生主義の代表的な会計処理である減価

償却を実施する理由，及び企業会計と類似した財務諸表を作成する意味などについて明確な説明を行って

いない。連邦政府の財務諸表からどのような情報が読み取れるのかを不明確なままにして，単に企業会計

の概念を導入するだけでは，利用者は混乱するだけである。財務諸表の形式で作成するのであれば，目的

をはっきりと示さない限りは，財務諸表から情報を読み取る際に，組織の目的及びその財源などの性質を

無視した議論が行われ，本来の意図が伝わらない危険性を孕むことになる。まずは，連邦政府が財務諸表

を作成する目的をはっきりさせ，発生主義の採用理由，及び減価償却の実施理由を明らかにすることが必

要であると考えられる。 

 本稿では，このような問題意識に基づき，減価償却の論拠とされる代表的な見解について検討を行い，

連邦政府において減価償却を実施する理由を考察した。この結果，非営利 A 型組織では，営利企業会計へ

収斂させる目的，財務的生存力を測定する目的，及び期間衡平性を測定する目的から実施することが必要

であると結論付けた。そして，大部分の連邦機関が分類される非営利 B 型組織では，期間衡平性を連邦政

府全体として測定する観点から，減価償却を必要とすると考察した。よって，非営利 A 型及び B 型組織か

ら構成される連邦政府において，減価償却を実施する理由は，期間衡平性を測定するという目的から説明

できるものと考える。 

 しかしながら，これまで述べてきた期間衡平性の議論についても限界はある。陳（2003, 209）でも指摘

されるように，期間衡平性を保つこと自体が行政運営の目的ではないし，他の目的を達成するために，期

間衡平性を犠牲にせざるを得ない事項も出てくることは十分に考えられる。特に，100 年に 1 度ともいわ

れる経済危機に瀕している現在の状況下では，期間衡平性に配慮するよりも積極的な財政政策を採るべき

であるという意見の方が説得力を持ち，納税者等の利害関係者の理解も得られるのかも知れない。重要で

あるのは，期間衡平性を測定することを目的とした場合における会計の役割とは，あくまでも期間衡平性

についての情報を提供することにあると理解することである。そして，期間衡平性は，説明責任を果たす

上で重視される 1 つの指標であり，連邦政府の業務成果を判断する 1 つの規準とはなり得るが，それは社

会，経済情勢などで修正が加えられることもあると認識することであろう。 
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